
各支所への電
話は本庁舎か
ら転送します

本 　 庁 　舎	 〒399-8281	 長野県安曇野市豊科6000番地	 TEL	0263-71-2000	 FAX	0263-71-5000

穂 高 支 所	 〒399-8303	 長野県安曇野市穂高6658番地	 	 FAX	0263-82-6622

三 郷 支 所	 〒399-8101	 長野県安曇野市三郷明盛4810番地1	 	 FAX	0263-77-6060

堀 金 支 所	 〒399-8211	 長野県安曇野市堀金烏川2750番地1	 	 FAX	0263-72-4900

明 科 支 所	 〒399-7102	 長野県安曇野市明科中川手6824番地1	 	 FAX	0263-62-4747

人口と世帯 2019.9.1 現在（　）内は対前月比
人口　97,615 人（＋ 5）男 47,319 人（＋ 5）女　50,296 人（± 0）
世帯　39,938 世帯（＋ 44）　※住民基本台帳に基づく人口および世帯数
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本庁舎夜間・休日開庁日
時間延長窓口10月1日（火）・15日（火）
 （午後５時 15 分から８時まで）
休日開庁日9月22日（日）・10月27日（日）

（午前８時30分から正午まで）
※転出入・転居等一部業務のみ取り扱いま

す。事前に問い合わせください。
※令和２年１月から時間延長窓口の実施日を

毎月第２火曜日に変更します。

古紙配合率 60％
再生紙を使用しています。

10 月から消費税率が 10％に引き上がることに伴い、水道料金・下水道使用料を改定します。
併せて、水道料金を市内全域で統一します。　　　　　　　　　　　　

問経営管理課庶務担当　471・2271　672・3176

　●料金の適用時期

　●水道料金の改定

　●下水道使用料の改定

９月 30 日以前からの継続利用者は、10 月１日以降最初の検針分（10、11 月検針）までは旧料金、その次
の検針分（12、１月検針）から新料金が適用されます。10 月１日以降に新規で利用する人は、新料金が適用
されます。

これまでは合併前の地域ごとに異なった料金設定でしたが、今後必要な投資や維持管理を継続するための収
入の確保および使用者間の負担の公平性を図るため、市内全域の料金を統一します。今後も安定供給とライフ
ラインの維持を図りながら一層の経営努力をしてまいります。ご理解とご協力をお願いします。

●基本料金【１期２カ月分　消費税込み】

●　下水道使用料【１期２カ月分　消費税込み】

●従量料金【１期２カ月分　消費税込み】
用途 基本水量 口径（mm） 新料金（円） 旧料金（円）

一般用

【新料金】
14㎥まで

【旧料金】
20㎥まで

13 2,872 3,080
20 4,972 5,140
25 6,846 6,980
30 8,944 9,040
40 12,304 12,340
50 20,676 20,560
75 41,638 41,140

100 73,070 72,000
150 146,402 144,000

公衆浴場用 400㎥まで
20 18,208 17,700
40 29,028 28,500

区分 使用水量 従量料金（1㎥につき）
新料金（円） 旧料金（円）

豊科・三郷
15 ～ 20㎥ 44 －
21 ～ 60㎥ 178 155
61㎥以上 202 186

穂高
15 ～ 20㎥ 44 －
21 ～ 60㎥ 178 196
61㎥以上 202 211

堀金
15 ～ 20㎥ 44 －
21 ～ 60㎥ 178 155
61㎥以上 202 175

明科

15 ～ 20㎥ 44 －
21 ～ 60㎥ 178 222
61 ～ 200㎥ 202 242
201㎥以上 263

公衆浴場用 1㎥につき 45 44

種別 区分 汚水量 公共下水道使用料 農業集落排水施設使用料
新使用料（円） 旧使用料（円） 新使用料（円） 旧使用料（円）

一般汚水

基本使用料 20㎥まで 3,960 3,888 3,960 3,888

従量使用料
1㎥につき

21 ～ 60㎥ 198 194.4 198 194.4
61 ～ 200㎥ 209 205.2 209 205.2
201㎥以上 220 216 220 216

公衆浴場 1㎥につき 46.2 45.36

水道料金・下水道使用料を改定

節水にも

ご協力ください


